
：三鷹駅南口中央通り東地区再開発協議会

UR都市機構東日本都市再生本部

三鷹再開発事務所

：℡　０４２２－７０－０５５６（ UR ）

再開発が検討されている区域の地権者で組織する三鷹駅南口中央通り東地区再開発協議会

では、よりよいまちづくりや再開発事業の実現に向けて、月１回のペースで勉強会が行われ、

意見交換をかさねております。

よりよい計画内容とするために、広く皆様のご意見をうかがいたいと思いますので、まだ

ご参加いただけていない地権者の皆様には、改めてご参加をお願いいたします。

　再開発協議会から再開発の施行要請を受けているUR都市機構では、組織改編により平成

23年7月1日から東日本都市再生本部が設置され、これに伴って事務所名等の変更と人事

異動がありました。

≪新しい事務所名≫
　独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部

　　三鷹再開発事務所

三鷹市より、第４次三鷹市基本計画及び三鷹市土地利用総合計画の策定に向けた現在の取

組み状況の説明がありました。都市計画の決定は、三鷹市が行うこととなりますので、当再

開発事業の方針の位置づけも含めた第４次三鷹市基本計画等の策定に取り組んでいるという

報告がありました。次頁をご参照ください。
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(平成23年10月発行)

①　再開発協議会より

勉強会では、「地元意見を反映
した計画」となるよう、毎回の
テーマについて、意見交換を
し、計画を検討しております。

③　その他

②　ＵＲ都市機構より

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



注）平成23年8月の第26回再開発協議会勉強会における説明資料です。

基本計画と３計画の策定

土地利用総合計画（都市計画マスタープラン）策定

三鷹駅南口中央通り東地区の方向性

都市計画マスタープランの策定に向けて


